
建築基準法第 43条第 2項第 2号の規定による許可 

申請手続きの流れ 

 

 

１ 事 前 相 談       事前相談書の提出（１部） 

           ↓ 

         道路判定および事前協議書の提出の可否判断 

 

２ 事 前 協 議       １） 事前協議申請書の提出（正副２部） 

         ２） 関係課への協議書提出（部数は個別による） 

 ３） 審査（各課内協議） 

 ４） 関係課からの意見書の交付 

 ５） 関係課との協議（意見書に対する処理） 

    および建築指導課訂正事項の処理等 

６） 事前協議結果報告書の提出 

７） 事前協議終了通知書の交付 

 

３ 許 可 申 請        １） 本申請書の提出（正副２部）（申請手数料 33,000 円要） 

  ２） 消防局長同意（法第 93 条第 1 項の規定による） 

 ３） 審査 

 ４） 訂正事項の処理等 

 

 

４ 建築審査会  同意 

５ 許   可  許可通知書の交付 

  ※不同意の場合は不許可となる 

６ 建築確認申請 

  （許可通知書の写し添付） 

 

４ 許   可  許可通知書の交付  

５ 建築審査会  同意（事後報告） 

 

６ 建築確認申請 

  （許可通知書の写し添付） 

 

個別同意 包括同意 


